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序     文 
 
 
  ウルグアイ東方共和国（以下、「ウルグアイ国」）の主要産業は農牧業であり、輸出額の 65％を

占め、約 57,000 戸の農家が全国に分布し、1998 年を基準とした場合、1998～2004 年の農薬の輸

入量は 212％に達しています（農業牧畜水産省の報告）。この状況下、農家は農薬使用に関して十

分な知識を持たないまま、無制限、無秩序に、肥料や農薬を使用している場合があり、その結果、

土壌、水質の汚染が顕在化しつつあります。農業生産者自身への健康被害のみならず、農業生産

地と都市部が近郊であるため都市住民への被害も懸念されています。 
 ウルグアイ国の農薬管理及び登録システムは 1977 年制定の法律に基づくもので、水質汚染及び

土壌汚染の検査、追跡システムがないため、水資源及び土壌の環境汚染の大きさが明確でないと

いえます。そのため、農業生産システムの見直しに必要な農薬情報収集システムの構築や、農業

生産を脅かす農薬汚染のリスクを診断する能力向上が求められており、これに関する技術協力プ

ロジェクトを我が国に要請してきました。 
 独立行政法人国際協力機構は、この要請を受けて、平成 19 年 10 月に当機構 農村開発部 第二

グループ長 横井幸生を団長とする事前調査を実施し、案件実施の妥当性の確認と協力の枠組みを

検討しました。その後、実施方法を整理し、平成 20 年 3 月にウルグアイ国農業牧畜水産省と実施

協議を行い、プロジェクトの骨子及びその計画書を策定しました。その合意結果は実施協議議事

録（R/D）として、署名を取り交わしております。 
 本報告書は、これらの調査及び協議の結果を取りまとめたものであり、今後広く関係者に活用

され、関係各国の親善及び国際協力の推進に寄与することを願うものです。 
 最後に、これまでの調査の実施に当たりご協力いただいた各国及び我が国の関係各位に対し、

厚く御礼申し上げるとともに、当機構の業務に対して今後ともなお一層のご支援をお願いする次

第であります。 
 
平成 20 年 5 月 
 
 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部 
部 長  小 原 基 文 
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GLC ガス・液体クロマトグラフィ－  
GLP Good Laboratory Practice（優良試験所基準）  
GTZ ドイツ技術協力公社  
HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point（危害分析・重要管理点  

又は危害要因に基づく必須管理点の訳がある）  
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INIA ウルグアイ国立農牧研究所  
JICA 独立行政法人国際協力機構  
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MGAP/DGSA ウルグアイ農牧水産省 農業サービス局  
PDM プロジェクト・デザイン・マトリックス（プロジェクト計画書）
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WHO 世界保健機関  
WTO      世界貿易機関  
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事業事前評価表（技術協力プロジェクト）  
 

作成日：平成 20 年 1 月 23 日  
担当部：農村開発部 第二グループ  

１．案件名 

  ウルグアイ東方共和国「農薬登録プロセス強化に向けた環境評価システムの  

構築支援」プロジェクト  

２．協力概要 

(1) プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述  

ウルグアイ東方共和国（以下、「ウルグアイ国」）では、環境や人体に負荷をか

ける不適切な農薬使用を禁止するため、業者が農薬を登録申請する際に、農薬の

環境影響評価試験を義務づけることが計画されている。しかし、現在、環境中の

農薬の影響度を適切に測定し、その結果に基づいて農薬使用の是非を判断する情

報や技術がウルグアイ政府に蓄積されていない。そのため、本案件では、様々な

農 薬使 用の危 険度 （リス ク） を評価 でき る能 力の 向上と その 実施体 制を 強化

し、登録制度改善につながる環境中の農薬の危険度を評価するシステムの構築を

目指す。  

  プロジェクトの具体的な活動は、①環境中の農薬挙動を把握するための実地で

のサンプリング、データ分析、そのとりまとめを通じて、農薬による環境負荷の

確率を判定し、また②農薬自身の持つ危険性を特定し、③上述の①と②との結果

に基づいて環境に対する農薬使用のリスクを評価する、これら一連の業務に関し

て、カウンターパート機関であるウルグアイ政府（農牧水産省）とその関連機関

（国立農牧研究所）の能力の向上を図り、一連の農薬危険度評価システムを構築

する。  

  このシステム構築によって、将来的には、現在設定されていない水や土壌中に

おける農薬の環境基準を設けることも可能となり、また、すでに登録されている

農薬を制限・禁止する際の考え方の整理にも発展できる。さらに、農薬の適正使

用を農家に指導するための根拠が明確になり、この様な指導を進めやすくなる。

 

(2) 協力期間  

   2008 年 4 月から 3 年間  
 

(3) 協力総額（日本国側）  

   約 1.1 億円  
 
(4) 協力相手先機関  

   ウルグアイ農牧水産省農業サービス局（MGAP/DGSA）、ウルグアイ国立農牧研

究所（ INIA）  
 

(5) 国内協力機関  

   農林水産省（消費・安全局）、独立行政法人農林水産消費安全技術センター  

 

(6) 裨益対象者及び規模、等  

対象者：農牧水産省農業サービス局（ 343 名）技術系職員、国立農牧研究所  
（ INIA）研究者（約 50 名）、関係機関の職員  

間接的受益者：農業生産者、農村作業者（農薬散布者）、一般住民（農村人口  
29 万人）  

 

３．協力の必要性・位置付け 

(1) 現状及び問題点  

     ウルグアイの主要産業は農牧業であり、輸出額の 65％を占める。 2000 年の経

済調査によると約 57,000 戸の農家が全国に分布している。  
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最近の農産物の国際市場価格の上昇は、農業生産者に大きな生産意欲を抱か

せ、輸出競争力を高めようとする契機となっている。この結果、ウルグアイの農

業 は化学 薬品の 農薬を 多用 する傾 向とな って いる。 農牧水 産省の 報告 によ る

と、1998 年を基準とした場合、1998～ 2004 年の農薬の輸入量は 212％となり（内

訳：除草剤（ 280％），殺虫剤（ 50％）、除菌剤（ 2％）その他（ 253％））、園芸作

物（野菜・果樹）に対しては全体量の 35％、粗放的農業には全体量の 30％の農

薬が使用されている。  

  近年 の農 薬使 用の 傾向 をみ ると 、大 豆の 生 産が 著し く増 加し てい るこ とか

ら、マクロ的には大豆畑での除草剤の使用量の増加が大きい。一方で、単位面積

当たりの農薬使用量では、果樹・野菜など園芸作物における使用が大きく（リン

ゴなどの果樹においては散布の頻度は日本とほぼ同じ）、瞬間値での環境影響で

は、園芸作物への対応がより重要との認識が関係者の中で共有されている。いず

れの場合でも、農家は農薬使用に関して十分な知識を持たないまま、無制限、無

秩序に農薬を使用している。  

  ウルグアイ国の野菜・果樹農家は、サンホセ郡、サルト郡、カネロネス郡、モ

ンテビデオ地域に集中し、人口の大半が居住している近郊で園芸作物（野菜・果

樹）が生産されている。また生産農家の約 80％は家族経営であり、そのため家族

自 身 も農 地 に住 んで いる 場 合が 少な い 。農薬 使 用に よ る潜 在的 な被 害 とし て

は、散布作業者への影響（特に、温室内作業などに懸念）、環境への影響（散布

農薬、廃棄農薬（空容器関連を含む）を通じて、水、土壌、大気に影響するもの）、

農産物への残留、更には農業生産者自身への健康被害のみならず、農業生産地と

都市部が近郊であるため都市住民への被害が想定されているが、現状ではどれも

問題が顕在化していない。ただし、これまではそれらの計測・監視を行っていな

いために、真の実態は不明であり、問題の深刻度は明らかではない。  

  ウルグアイ国の農薬管理及び登録システムは 1977 年制定の政令（ No.149/977）
に基づくが、水質汚染及び土壌汚染の検査、追跡システムが決められていない、 水

資源及び土壌の環境汚染の程度が不明確という問題がある。  

  農薬の登録は、農牧水産省農業サービス局（ MGAP/DGSA）において、申請者

  の提出する農薬の防除効果などの限られた項目の試験データに基づいて行われ

ているが、環境影響の検討はなされていない。環境省は、これに対し強い懸念を

示しており、さまざまな場面を通じて環境影響評価を促したいという立場をとっ

ている。 MGAP/DGSA の農薬登録に携わる関係者も、可能であればそのような体

制とすべきとの意識はあるものの、技術的・人材などの体制が十分でなく、対応

できない状況にある。  

  また、ウルグアイでは、先進国においてすでに禁止されているような比較的毒

性の高い農薬について、制限つきながらも使用が認められているとの現状があ

り、農薬の登録抹消に関する検討手続きについても強化が必要な部分である。  

特に、土壌中に長期にわたって蓄積されてしまう難分解性の農薬について、どこ

まで使用が認められているのかは個別の農薬ごとに現状を確認した上で、適切な

対応を検討する必要がある。  

  これらにより、ウルグアイの農産物の信頼性と持続的な農業生産を脅かす農薬

による汚染リスクを診断し、農業生産システムの見直しに必要な農薬に関する情

報収集システムを構築することが求められている。  

 

(2) 相手国政府国家政策上の位置付け  

    現政権の 7 つの基本政策の一つである「知識と技術革新」において、“ウルグ

アイ国における資源の使用及び保存”が示されている。これは、国内の資源を持

続的に有効活用する必要性を示すものであり、本案件実施によって改善が期待さ

れる「過剰な農薬使用の抑制」や「不適切な農薬使用禁止」は、環境への負荷を

軽減するなど、この国内の持続的な資源活用に貢献できるものである。  
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(3) 我が国援助政策との関連、 JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラム

における位置付け）  

   正式に設定された援助方針としては、平成 6 年 10 月の政策協議において合意

された 3 つの重点分野しかなく、ここでは環境分野は言及されていない。 

   現在、関係者間で進められている援助方針の改定のための検討においては、開

発課題を次の分野とすることが協議されている。本協力は、土壌汚染対策、水質

管理、水質汚染源管理に関連する「環境管理」を開発課題とする協力に区分され

る。 

 

表 援助重点分野、開発課題（案） 

援助重点分野 開発課題 主な事業 

社会開発 格差是正 ・ 基礎教育強化 

・ 職業訓練・技術協力支援 

・ 医療保健、福祉強化 

経済活性化（仮） 地域振興 ・ 新規産業の育成支援 

環境保全（仮） 環境管理 ・ 土壌汚染対策 

・ 水質管理 

・ 水質汚染源管理 

・ 地球環境問題（ CDM 等） 

・ 省エネルギー 

 

   また、 JICA の「中南米地域事業実施方針（ 2005 年 7 月）」における対ウルグ

アイ国別協力方向性に基づき、グローバルイシューである環境保全、及び人間

の安全保障の観点から重視される格差是正のための地域振興・社会開発に焦点

を当てた分野に協力を絞り込む方針であり、本案件は環境保全に寄与するもの

である。  

 

４．協力の枠組み 

〔主な項目〕  

(1) 協力の目標（アウトカム）  

①  協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値  

目標 ： 農薬登録プロセスの強化に向けた環境評価システムが構築される 

【指標】 関係機関で構成される農薬リスク評価を行う委員会の設置の有無、 

農薬のリスク判定マニュアルの有無 

 

②  協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値  

目標 ：  農業及び環境の観点からの農薬登録制度が強化される            

【指標】 農薬の環境影響を考慮した登録制度の見直しの実施、農薬登録を 

     せるための環境基準（水質汚濁、土壌残留等）の見直しの実施、農 

薬適正使用を管理する制度の見直しの実施 

 
(2)  成果（アウトプット）と活動  

① 成果 1：農薬のモニタリング計画が策定される  
活動 1-1   農牧水産省（ MGAP）、国立農牧研究所（ INIA）及び関係機関で構  

成される連絡協議会を設置する  
活動 1-2   農薬の環境中の挙動のモデルを考慮に入れつつ、モニタリングの  

考え方を理解する  
活動 1-3  農薬モニタリングの手法を開発する  
活動 1-4  農薬モニタリング計画を策定する  
活動 1-5  モニタリングの対象とする農薬を選定する  

【指標】  
・農薬モニタリング方法論に関するマニュアルの有無  
・農薬モニタリング計画書の有無  
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②  成果 2：  環境サンプリング技術が向上する  
活動 2-1  農薬モニタリング計画に基づきサンプリングに必要な体制を整え  

る（人員、機材等）  
活動 2-2  サンプリングの基礎技術（方法や実施時期）を習得する  
活動 2-3  サンプリングのノウハウを習得する  

【指標】  
   ・環境におけるサンプリングプロトコルの有無  

 
③  成果 3：   農薬分析能力が向上する  

活動 3-1  農薬分析のための体制を整える（人員、機材等）  
活動 3-2  試料の前処理技術を習得する  
活動 3-3  試料の分析技術、実態把握のためのノウハウを習得する  

【指標】  
     ・環境中の新しい有効成分の分析手法の開発状況  
 
④  成果 4：   情報の収集、まとめ方に関する技術能力が向上する  

活動 4-1  農薬リスク判定に求められる信頼性の高い情報の収集、取りまとめ

方を習得する  
活動 4-2  農薬の環境における暴露量の推定方法を習得する  
活動 4-3  農薬の環境暴露に関する情報を集積する  

【指標】  
     ・環境暴露量を推定した有効成分の数の変化  

 
⑤  成果 5：  農薬の危険性（ハザード）を判断する技術能力が向上する  

活動 5-1 国際基準（ CODEX 等）の評価書を収集、分析する   
活動 5-2 環境及び人の健康への影響を定性的、定量的に評価する技術を開発

する  
【指標】  

     ・農薬の危険性 (ハザード )の判断手法の開発実績  
 
⑥  成果 6：  農薬のリスク判定能力が向上する  

活動 6-1 農薬リスク判定のための農牧水産省、国立農牧研究所、及び関係機

関で構成される協議会を設置する  
活動 6-2 環境残留結果 (成果 4 関連 )及び農薬危険性（ハザード）特定結果  

（成果 5 関連）を分析する  
活動 6-3 分析結果 (成果 6-2)に基づき、環境中の農薬リスク判定（影響発生  

の確率等の定性的、定量的推測）を行う  
活動 6-4 農薬リスク判定 (活動 6-3)の結果、次のとるべき行動案を検討する  

【指標】  
・農薬リスク判定の結果の蓄積状況 

・リスク判定の結果に基づき取られたアクションの内容 

 

(3) 投入（インプット）  

①  日本側（総額約 1.1 億円）  
専門家派遣：短期専門家（農薬モニタリング計画、サンプリング技術、  

農薬分析技術等の分野）それぞれ 2 ヶ月間程度×延べ 9 人

（＝ 18 人月）（約 0.30 億円）  
 

与機材：分析用機器（土壌サンプラー、 HPLC 等）（約 0.23 億円）  
研修員受け入れ：国別研修（サンプリング技術、農薬分析等の分野）  

2 名程度×3 回（約 0.24 億円）  
その他：在外事業強化費（約 0.12 億円）、評価調査団実施経費（約 0.16 億

円）  
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②  ウルグアイ国側  

・技術者の配置（農牧水産省）  

・研究技術者の配置（国立農牧研究所）  

・プロジェクト運営経費  

・プロジェクト事務所の設置（家具、基本備品、電話、インターネット設備  

    の設置を含む）  

・アシスタント要員の配置  

・プロジェクト実施に必要な試験圃場、建物、設備、車両  

 

(4) 外部要因（満たされるべき外部条件）  

①  成果達成のための外部条件 

 ・カウンターパートの人事異動が頻繁に発生しない 

② プロジェクト目標達成のための外部条件 

 ・人員が確保される 

③ 上位目標達成のための外部条件 

 ・ウルグアイの農薬に関係する政策が維持される 

 

５．評価 5 項目による評価結果      

(1) 妥当性  

以下の理由から、本案件実施の妥当性は高いと判断される。   

●  ウルグアイ国内の一部地域で水質、土壌汚染が懸念されるに従って、環境汚

染がマスメディアで取り上げられることが増え、国民の関心も大きくなっい

る。政府は国民の健康被害や環境汚染に対して、適切な対策を講じる必要

性を強く感じている。  

●  農薬は汚染源の一つとしてあげられているが、農薬による環境影響の程度も

調査されておらず、政府はどの様なアプローチを採用して解決に当たるべき

かを判断する十分な情報や技術を有していない。そのため、具体的な行動に

踏 み出せ ない状 況にあ る。本 案件に よって、 その解 決の道 筋を示 すこ と

は、同国政府のニーズに合致する。  

●   我が国の対ウルグアイ援助重点分野の一つが“環境保全”である。本案件

は、同国の環境管理技術向上の一翼を担うこととなる。  

●  ウルグアイの農薬に関するいくつかの課題の中から、本案件は「農薬登録シ

ステム」という入り口の部分に焦点をあて、粗悪な農薬を排除し、適切な農

薬使用を促進させるための政府の「農薬登録プロセスの改善と強化」を図る

ことに貢献できる。なお、プロジェクト目標は 3 年間の協力実施期間中に達

成できる現実的な達成レベルである。  

●  ウルグアイの農薬登録プロセスの見直しに対して、日本の農薬登録システム

や、日本で培った農薬のモニタリング手法、農薬の危険度判定技術が有効に

貢献できると考える。  

  

(2) 有効性  

次の点から、本案件実施の有効性が見込まれる。  

●  ①農薬モニタリング計画の策定、②サンプリング技術の向上、③分析能力の

向上、④情報収集とまとめ方に関する技術の向上、⑤農薬の危険度判断のた

めの技術向上、⑥影響の発生確率などを定性的、定量的に推測する農薬リス

ク判定能力向上、が順に得られてプロジェクト目標が達成されるものであ

り、解りやすい構成となっている。これらを順に実施することで、プロジェ

クト目標が達成できる。  

 

●  農薬行政においては、行政と技術（試験研究）の連携が重要である。プロジ

ェクト目標である農薬を対象とした「農薬の環境評価システム構築」の達成

度を測定する指標として、行政的な仕組みである「評価委員会の設置」と、 技

術的な「判定マニュアル作成」の 2 点を設定し、行政、技術の両面から目標
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達成度を確認することとしている。  

●  目標達成のためには、技術移転された人材のみならず、農薬行政、農薬評価・

モニタリングに関係する関係者にも広く技術が伝えられなければならない。

ウルグアイでは、以前よりスタッフ間の情報や技術の共有も実施されてきて

おり、専門家からカウンターパート、更には関係者へ技術が伝えられ易いた

め、農薬登録に関する多くの関係者が案件の成果を共有することができる。

 

(3) 効率性  

次の点から、案件の効率的な実施が見込まれる。  

●  本邦専門家については、長期専門家を配置せず、短期専門家の複数回派遣（シ

ャトル型派遣）で対応する計画であり、一人の短期専門家で複数の分野の指

導ができる人材の登用を行う予定である。  

●  専門家不在期間は、ウルグアイ自身で活動を進められるようにそれぞれの本

邦短期専門家派遣終了時に細かい活動計画を策定することや、日本国内の支

援として電子メール等を活用して日本からでもウルグアイの質問に回答でき

るような体制を構築するなど、プロジェクト活動が停滞しない方策を講じる

予定である。  

●  農牧水産省と国立農牧研究所が現有する資・機材を本案件用に活用できるこ

とから、本案件で投入する農薬分析機器は、故障している機材の更新と基本

分析機材にとどめるなど、案件への投入を抑え、効率的に実施する計画であ

る。  

 

(4) インパクト  

本案件によって、次のいくつかのインパクトの発現が考えられる。  

●  上位目標達成のためには、政府による継続的な農薬登録システム改善に向け

た努力が不可欠であるが、本案件では、案件終了後に取るべきアクションプ

ランについても検討、設定する予定である。政府は、そのプランに沿った対

応を行うことで、上位目標達成に近づくと考える。  

●  本案件は、“環境評価”を意識した目標を設定しており、ウルグアイ国民から

理解を得られ易い。  

●  農薬登録制度が見直されることで、粗悪な農薬流通に歯止めがかかり、その

結果、農薬による環境汚染、人的被害の程度が抑えられることが期待できる。

 

(5) 自立発展性  

本案件終了後、次の自立発展性が見込まれる。  

【政策・制度面】  

●  本案件によって整備される農薬による環境影響の評価システムを契機に、政

府は農薬登録制度の継続的見直しが可能となる。つまり、本案件で協力する

部分は農薬行政の骨格をなすものとなる。  

 

【組織・財政面】  

●  農牧水産省農業サービス局と国立農牧研究所は、それぞれ責任の明定はある

ものの、農薬管理の技術や体制の向上において同歩調でかつ共同で取り組み

たいとの姿勢が強く、この点はプロジェクトの実施期間のみならず、協力終

了後においても、大きな利点と言える。  

●  スタッフの年齢が比較的高く、現在、政府の若手人材の登用が停止している

ことから、技術が次の世代に伝えられないという問題が将来顕在化する可能

性がある。公務員の高齢化は、大きな問題として存在しており、新しい人材

をいかに確保するかについては別に配慮が必要である。  

●  過去の日本や他ドナーの支援による機材のメンテナンスは申し分なく（ 25 年

以上も維持管理しつつていねいに使っている機材もある）、これまでのウルグ

アイに対する協力実績結果を見ても、限られた外部からの投入を自らのもの

にして発展させていく土壌は十分にあると考えられる。  



 

 
vii

【技術面】  

●  本案件で導入される農薬のモニタリング法、農薬分析技術、農薬の検査シス

テムは、基礎固めを行いながら技術指導なされる計画である。そのため、将

来、ウルグアイ側が独自に技術改良を行う場合でも、この基礎を身につけて

いることで、十分に対応できると考える。  

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

 本 案 件 は 、 特 定 の 貧 困 層 ま た は ジ ェ ン ダ ー に 配 慮 し て 実 施 す る も の で は な

く、農薬の適正利用を促し、農薬の環境負荷低減に寄与する農薬の環境影響評価

システムの構築を目指している。案件は、農業地域とその近郊、また主要河川流

域などウルグアイの環境改善に広く貢献することになる。  

 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

 過去の類似案件（フィリピン国「農薬モニタリング体制強化計画」プロジェク

ト）の経験から、研究・調査結果は、研究・試験の実施機関である研究所に蓄積

するのみならず、農薬行政を担う機関（農牧省等）にフィードバックし、当該国

の適切な農薬管理システムに反映させることが重要と考えている。  

 行政機関である農牧水産省と関係研究機関である国立農牧研究所が協同で計画

を策定し、農薬のリスク評価を実施、その結果を農薬行政に反映させる仕組み作

りが重要と考え、これを本案件に導入する計画である。  

 

 

８．今後の評価計画 

   定期的なモニタリングに加えて、次の調査の実施を通じて、活動の達成度の確

認、案件計画の見直しを行う予定である。  

 (1) 中間評価   ：プロジェクト開始 1 年 6 ヵ月後  

 (2) 終了時評価：プロジェクト開始 2 年 6 ヵ月後  

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 実施協議報告書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1





  

１．実施協議 

 実施協議議事録（R/D）（案）と、プロジェクト計画書であるプロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（ PDM）及び活動計画（ PO）を記したミニッツ（案）をも

とに、2008 年 3 月 28 日（金）、ウルグアイ東方共和国農牧水産省において、J ICA

ウルグアイ駐在員が日本側を代表として、また農牧水産省農業サービス局長がウ

ルグアイ東方共和国を代表として、本プロジェクトの実施協議を行った。  

 協議の結果は、実施協議議事録（ R/D）及びミニッツとしてまとめられ、日本

側及びウルグアイ東方共和国側代表間で、署名・交換された（附属資料①「署名

R/D」、附属資料②「署名ミニッツ」参照）。その結果、本案件は 2008 年 5 月の本

邦専門家派遣日より 3 年間の期間をもって開始された。  

 
 なお、本署名式には、ウルグアイ東方共和国からは AGAZZI 農牧水産大臣、ウ

ルグアイ国立農牧研究所（ INIA）GRIERSON 元国際協力部長他、また日本からは

竹元正美  在ウルグアイ日本国大使、櫻井健二  在ウルグアイ日本国大使館一等書

記官他が、出席された。  

 この署名にあたり、ウルグアイ農牧水産大臣は、まずウルグアイが農業資源国

であることを述べ、次に農薬の重要性、すなわち使用者及び消費者にとって農薬

の環境に及ぼす影響を最小限に抑えることが重要であること、またウルグアイは

小国であるが、小国であるがゆえに管理しやすい面を有しており、適切な政策を

取ることによって、全国に速やかに普及可能であることを述べた。その上で、本

プロジェクトは農薬に関する農牧水産省、国立農牧研究所（ INIA）技術者の技術

能力を高めるものであり、このプロジェクトによって技術者の能力が向上し、農

薬の環境に及ぼす影響が最小限に抑えられることが期待できると述べ、日本の協

力に感謝の意を表した。  

 

２．事業事前評価表と実施協議までの変更点  

２－１事業事前評価表 

  事前調査の結果をもとに作成した事前評価表（案）に、関係機関のコメント

を反映、修正を施した上で、案件の実施説明書である事業事前評価表を取りま

とめた（別添資料「事業事前評価表」参照）。  

 

２－２ 変更点 

  事前調査の結果から、実施協議に至るまでの変更点は、以下のとおりである。  

 

(1) 案件名の変更  
   事前調査の結果、本案件は農薬の登録システムを改善して、“環境評価シス

テムの確立 ”を目指すこととし、 “農薬登録プロセスの強化に向けた環境評価

システムが構築すること ”を、案件の目標案として整理した。この結果を受 

け、実施協議では、案 件の名称は内 容を 反映するものとするこ とで合意   

し、次のように変更された。  

3



  

●（要請時案件名）「農薬適正利用による環境保全」プロジェクト  

（英名： Project of environmental conservation by proper  use of pest icides）  

 

●（更新案件名）「農薬登録プロセス強化に向けた環境評価システムの  

構築支援」プロジェクト  

（英名：Project of assistance for  the es tablishment of environmental evaluation 

 system for  strengthening pes ticide registra tion）  

 

(2)  プロジェクト計画書（ PDM）の英訳の見直し  

   事前調査のミニッツ（英文）では、仮訳したものを添付してミニッツを署

名交換した。実施協議では、意味を変更せず、わかりやすい英訳を付して、

実施協議議事録、ミニッツを署名・交換した。  

 

 

以 上  
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附属資料Ⅰ 

 

 
 
 

①実施協議議事録（R/D） (a)英文   (b)西文  

  ②ミニッツ (a)英文  (b)西文  

③プロジェクト計画書（PDM）署名版  

④活動計画（PO）署名版  
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附属資料③
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ザ
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農
薬

の
リ
ス

ク
判

定
能

力
が

向
上

す
る

 

①
  
農
薬
リ
ス
ク
判
定
の
結
果
が
蓄
積
さ
れ

る
 

②
  
リ
ス
ク
判
定
の
結
果
に
基
づ
き
次
の
ア

ク
シ
ョ
ン
 

①
 
農

薬
リ

ス
ク

判
定

報
告

書
 

②
 
リ

ス
ク

軽
減

の
ア

ク
シ

ョ
ン

プ
ラ

ン
 

活
動

 
投
入
 

「
農

薬
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

策
定

」
 

   
  責

任
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SA
、

連
携

機
関

：
IN

IA
 

 
1-

1  
 M

G
A

P、
IN

IA
及

び
関

係
機

関
で

構
成

さ
れ
る
連
絡
協
議
会

 
   

  を
設

置
す
る

 
   

   
 1

-2
 

農
薬

の
環

境
中

の
挙

動
の

モ
デ

ル
を

考
慮
に
入
れ
つ
つ
、

 
   

   
   

   
   

  モ
 ニ

タ
リ

ン
グ

の
考

え
方

を
理

解
す

る
 

 
1-

3  
農
薬
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

手
法

を
開

発
す

る
 

 
1-

4  
農

薬
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
を

策
定

す
る

 
 

1-
5  

モ
ニ
タ

リ
ン

グ
の

対
象

と
す

る
農

薬
を

選
定
す
る

 

  ●
 
カ

ウ
ン

タ
－

パ
   

   
   
－

ト
の

人
事

異
  

   
   
動

が
頻

繁
に

発
 

生
し

な
い

 

「
サ

ン
プ
リ

ン
グ

技
術

向
上

」
 

 
 

責
任
機

関
：

IN
IA

、
連

携
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
 

 
2-

1 
農
薬
モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

に
基

づ
き

サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
必
要

 
な

体
制

を
整

え
る

（
人

員
、

機
材

等
）

 
 

2-
2  

サ
ン

プ
リ

ン
グ

の
基

礎
技

術
（

方
法

や
実

施
時
期
）
を
習
得

 
す

る
 

 
2-

3  
サ

ン
プ
リ

ン
グ

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

習
得

す
る

 
 
「

農
薬
分

析
能

力
の

向
上

」
 

 
責

任
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
 

 
3-

1  
農

薬
分
析

の
た

め
の

体
制

を
整

え
る

（
人

員
、
機
材
等
）

 
 

3-
2  

試
料

の
前

処
理

技
術

を
習

得
す

る
 

 
3-

3  
試

料
の
分

析
技

術
、

実
態

把
握

の
た

め
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
習
得

 
す

る
 

 
「

情
報
収

集
、

と
り

ま
と

め
能

力
の

向
上

」
 

責
任

機
関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
、

IN
IA

 
4-

1 
農
薬

リ
ス

ク
判

定
に

求
め

ら
れ

る
信

頼
性

の
高
い
情
報
の

  
収

 集
、

取
り
ま

と
め

方
を

習
得

す
る

 
4-

2  
農

薬
の
環

境
に

お
け

る
暴

露
量

の
推

定
方
法
を
習
得
す
る

 
4-

3 
農
薬

の
環

境
暴

露
に

関
す

る
情

報
を

集
積

す
る

 

＜
ウ
ル
グ
ア
イ
国
側
＞

 
●

 
農
薬
に
関
す
る
技
術
者
の
配
置
（

農
牧

水
産

省
）

 
●

 
農
薬
に
関
す
る
研
究
技
術
者
の
配

置
（

国
立

農
牧

研
究

所
）

 
●

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
経
費

 
●

 
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
務
所
の
設
置
（

家
具

、
基

本
備

品
、

電
話

、
イ

ン
タ

ー
 

ネ
ッ
ト
設
備
の
設
置
を
含
む
）

 
●

 
 ア

シ
ス
タ
ン
ト
要
員
の
配
置

 
●

 
 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
実
施
に
必
要
な
試

験
圃

場
、

建
物

、
設

備
、

車
両

の
確

保
 

 ＜
日
本
国
側
＞

 
●

 
 短

期
専
門
家
（
農
薬
モ
ニ
タ
リ
ン

グ
計

画
、

サ
ン

プ
リ

ン
グ

技
術

、
農

薬
分

析

  技
術
等
）
そ
れ
ぞ
れ

2
ヶ
月
間
程

度
 

●
 
 第

三
国
、
本
邦
研
修
の
実
施

 
●

 
 資

機
材
（
分
析
機
器
等
）

 
●

 
 プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
運
営
経
費
の
一
部

補
填

 
 

 前
提

条
件

 
 ●

 
 プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

 

の
た

め
の
予

算
 

 

が
確

保
さ
れ

る
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「
農

薬
危
険

性
（

ハ
ザ

ー
ド

）
特

定
能

力
の

向
上

」
 

責
任

機
関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
 

5-
1  

国
際

基
準

（
C

O
D

EX
等

）
の

評
価

書
を

収
集
、
分
析
す
る

 
5-

2  
環
境

及
び

人
の

健
康

へ
の

影
響

を
定

性
的
、
定
量
的
に
評
価

 
   

   
   

   
   

  す
る

技
術

を
開

発
す

る
 

 
「

農
薬
リ

ス
ク

判
定

能
力

の
向

上
」

 
責

任
機

関
：

M
G

A
P/

D
G

SS
A

A
、

連
携

機
関
：

IN
IA

 
   

   
   

6-
1  

農
薬

リ
ス
ク

判
定

の
た

め
の

農
牧

水
産

省
、
農
牧
研
究
所
、

  
及

び
関

係
機

関
で

構
成

さ
れ

る
協

議
会

を
設
置
す
る

 
 6

-2
   

 環
境

残
留

結
果

(成
果

4)
及

び
農

薬
危
険

性
（
ハ
ザ
ー
ド
）

 
   

   
   

   
   

 特
定
結

果
（

成
果

5）
を

分
析
す

る
  

 
   

6-
3  

分
析
結

果
（

成
果

6-
2）

に
基

づ
き
、

環
境

中
の
農
薬
リ
ス
ク

 
判

定
（

影
響

発
生

の
確

率
等

の
定

性
的

、
定
量
的
推
測
）
を

 
行

う
  

 
   

6-
4 

   
農
薬

リ
ス

ク
判
定

（
活

動
6-

3）
の
結

果
、

次
の
と
る
べ
き

 
行

動
案

を
検

討
す

る
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I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

I
I
I

I
V

I
I
I

I
I
I

I
V

4
月
-
5
月

6
月
-
8
月

9
月
-
1
1
月

1
2
月
-
3
月

4
月
-
5
月

6
月

-
8
月

9
月

-
1
1
月

1
2
月

-
3
月

4
月

-
5
月

6
月

-
8
月

9
月

-
1
1
月

1
2
月

-
3
月

活
動

項
目

実
施
機
関

　
1
-
1
　
 
M
G
A
P
、

I
N
I
A
及

び
関

係
機

関
で

構
成

さ
れ

る
連

絡
協

議
会

を
 
 
 
 
 
 
 
 
設
置

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
1
-
2
　
農
薬
の

環
境

中
の

挙
動

の
モ

デ
ル

を
考

慮
に

入
れ

つ
つ

、
モ

ニ
 
 
 
 
 
 
 
タ
リ
ン

グ
の

考
え

方
を

理
解

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
1
-
3
　
農
薬
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

手
法

を
開

発
す

る
=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
1
-
4
　
農
薬
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
を

策
定

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
1
-
5
　
モ
ニ
タ

リ
ン

グ
の

対
象

と
す

る
農

薬
を

選
定

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
2
-
1
　
農
薬

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

計
画

に
基

づ
き

サ
ン

プ
リ

ン
グ
に
必
要

 
 
 
 
 
 
 
な
体

制
を

整
え

る
（

人
員

、
機

材
等

）
=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
2
-
2
　
サ
ン

プ
リ

ン
グ

の
基

礎
技

術
（

方
法

や
実

施
時

期
）
を
習
得

 
 
 
 
 
 
 
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
2
-
3
　
サ
ン

プ
リ

ン
グ

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

習
得

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
3
-
1
　
農
薬

分
析

の
た

め
の

体
制

を
整

え
る

（
人

員
、

機
材
等
）

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
3
-
2
　
試
料

の
前

処
理

技
術

を
習

得
す

る
=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
3
-
3
　
試
料

の
分

析
技

術
、

実
態

把
握

の
た

め
の

ノ
ウ

ハ
ウ
を
習
得

 
 
 
 
 
 
 
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
4
-
1
　
農
薬

リ
ス

ク
判

定
に

求
め

ら
れ

る
信

頼
性

の
高

い
情
報
の

 
 
 
 
 
 
 
収
集

、
取

り
ま

と
め

方
を

習
得

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
4
-
2
　
農
薬

の
環

境
に

お
け

る
暴

露
量

の
推

定
方

法
を

習
得
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
4
-
3
　
農
薬

の
環

境
暴

露
に

関
す

る
情

報
を

集
積

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
5
-
1
　
国
際

基
準

（
C
O
D
E
X
等

）
の

評
価

書
を

収
集

、
分

析
す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
5
-
2
　
環
境

及
び

人
の

健
康

へ
の

影
響

を
定

性
的

、
定

量
的
に
評
価

 
 
 
 
 
 
 
す
る

技
術

を
開

発
す

る
=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
1
　
農
薬

リ
ス

ク
判

定
の

た
め

の
農

牧
水

産
省

、
農

牧
研
究
所
、

 
 
 
 
 
 
 
及
び

関
係

機
関

で
構

成
さ

れ
る

協
議

会
を

設
置

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
2
　
環
境

残
留

結
果

(
成

果
4
)
及

び
農

薬
危

険
性

（
ハ

ザ
ー
ド
）

 
 
 
 
 
 
 
特
定

結
果

(
成

果
5
)
を

分
析

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
3
　
分
析

結
果

(
成

果
6
-
2
)
に

基
づ

き
、

環
境

中
の

農
薬
リ
ス
ク
判

 
 
 
 
 
 
 
定
（

影
響

発
生

の
確

率
等

の
定

性
的

、
定

量
的

推
測

）
を
行
う

=
=
>

=
=
>

=
=
>

　
6
-
4
　
農
薬

リ
ス

ク
判

定
(
活

動
6
-
3
)
の

結
果

、
次

の
と

る
べ
き
行
動

 
 
 
 
 
 
 
案
を

検
討

す
る

=
=
>

=
=
>

=
=
>

短
期

専
門

家
A
-
3

短
期

専
門

家
 
A
-
1

短
期

専
門

家
A
-
2

短
期

専
門

家
B
-
3

短
期

専
門

家
A
-
2

短
期

専
門

家
B
-
4

短
期

専
門

家
B
-
5

短
期

専
門

家
B
-
1

第
二

年
次

短
期

専
門

家
B
-
2

ウ
ル

グ
ア

イ
東

方
共

和
国

「
農

薬
登

録
プ

ロ
セ

ス
強

化
に

向
け

た
環

境
評

価
シ

ス
テ

ム
の

構
築

支
援

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
」

活
動

計
画

書
（

P
O
）

短
期

専
門

家
B
-
6

第
三

年
次

 

農
薬
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
計
画
の
策

定 サ
ン
プ
リ
ン
グ

技
術
の
向
上

1
)
M
G
A
P

2
)
I
N
I
A

1
)
I
N
I
A

2
)
M
G
A
P

農
薬
リ
ス
ク
判

定
能
力
の
向
上

1
)
M
G
A
P

2
)
I
N
I
A

農
薬
分
析
能
力

の
向
上

情
報
収
集
、
取

り
ま
と
め
能
力

の
向
上

M
G
A
P

M
G
A
P

I
N
I
A

農
薬
危
険
性

（
ハ
ザ
ー
ド
）

特
定
能
力
の
向

上

M
G
A
P
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